
奈
良
県
告
示
第
百
四
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
八
月
二
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

医
療
機
関
の
名
称

医
療
機
関
の
所
在
地

廃
止
年
月
日

お
お
ひ
が
し
ク
リ
ニ
ッ
ク

北
葛
城
郡
広
陵
町
大
字
南
郷
六
七
六

令
和
四
年
五
月
三
十

ー
一

一
日

西
中
歯
科
医
院

香
芝
市
真
美
ヶ
丘
六
丁
目
一
〇
番
地

令
和
四
年
五
月
三
十

エ
コ
ー
ル
・
マ
ミ
南
館
二
階

一
日
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